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英国際NGOに勤務後、米国際NGOの条約アドバイザーなどを経て2007年より環境・
CSRのコンサルティング。日本国内外のシンクタンク・NGO・企業に調査研究・執筆・講

演・社員研修などを提供。環境経営学会幹事。同学会サプライチェーンマネジメント研
究会事務局長。跡見学園女子大学兼任講師。

共著：宮崎正浩・籾井まり『生物多様性とＣＳＲ―企業・市民・政府の協働を考える』
（2010年、信山社）その他。
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関連執筆例
『H26年度海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発 報告書』（日本製紙連合会）
籾井まり（2014）“違法木材の取引-日本における取組 チャタムハウスの評価”（英国王立国際問題研究
所）

Mari Momii (2014) “Trade in Illegal Timber – The Response in the United States – Chatham House 
Assessment” (Royal Institute for International Affairs)
籾井まり（2013） 『EU 木材法の施行と英国における施行例の考察』跡見学園女子大学マネジメント学部
紀要16
関連活動例

H27年度日本製紙連合会海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発検討委員会委員長
Mari Momii, “Recent Developments on Timber Legality Regulations in Asia-Pacific Region: In Response to 

Global Efforts”, FAO Asia Pacific Forestry Week, Stream 1, WRI：“Opportunities and Challenges for Market 
Access”発表資料 (2016年2月）

Mari Momii, “Analysis of Japan’s Effort in Combating Illegal Logging and Associated Trade”, 中国林業科学
研究院(Chinese Academy of Forestry) 主催APEC 違法伐採及び関連する貿易専門家グループ（EGILAT)会
合事前ワークショップ発表資料（2014年5月）
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（日本）企業は、どこまでDDをやれば
よいのか？
納得するまで

（きちんとやろうとする企業の場合！）

DDとは何か？
DDはどうやってやればよいのか？

DDをやるのはコストや時間の負担になるのか？
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（1）情報へのアクセス
（2）リスクアセスメント

（”無視できる”OR”できない”レベル）

（3）リスク緩和措置

DDは、あくまでプロセス。
何を基準にして行うかで結果は変わってくる。
特に(2)。
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EU木材法 第2条
• 合法的な境界内で木材を伐採する権利
• 伐採権や税金など木材への支払
• 環境・森林に関する法律
• 保有権や使用権などに関する第三者の法的権利
• 貿易や税関

→ 違法伐採＝汚職・ガバナンスの問題
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違法材のリスクは、特定の基準に従い評価する。
文書ベースではない



EUで定める基本情報：
• 製品の商標・種類、樹種（一般名・学名）

• 伐採国または（i）伐採地域（ii）伐採許可書内容

• 量（体積、重量または単位数）

• サプライヤー情報（名称・住所）

• 売り先の業者の情報（名称・住所）

• 適用法遵守を示す文書など

サプライチェーン中すべてのサプライヤーの特定と、それぞれ
の協働が必要。

（特に大手）日本企業にはそれほど難しくない/すでに情報が
あるはず。 7
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欧米 違法伐採規制法 （US, EU, AUS）

日本 グリーン購入法

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明
のためのガイドライン

新しい法案：「地球温暖化の防止等に資するための
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
案」

欧米と日本で「基準」が揃っていない。
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新法は…

1. 広範囲の事業者（建築業界含む）

2. 紙・家具を含む広範囲の製品（再生材除く）

3. 合法材定義とデューディリジェンス＊

4. 基準を満たす事業者は登録可能

5. 登録取消、事業名など公表、立ち入り検査などあり

6. 国産材、外材、へだてなく適用

*未定＝日本の法律上の基準はまだ未定。

法律は最低ラインを決めている。

各企業の調達方針は世界スタンダードを目指す。
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• NEPConは非営利組織で
ツールをオープンにしている
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必要条件

基準

ツール

デューデリジェ
ンスシステム

監督ツール

報告書のテン
プレート

サービス

訓練

デューデリジェ
ンスサポート

サプライヤー
評価

証書

図1：NEPCon LegalSourceプログラ
ム構成要素

日本製紙連合会『平成26年度海外植林にお

けるナショナルリスクアセスメント手法の開発
報告書』中の日本語訳より抽出

基準はいろいろ想定
される。
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合法調達へのコミット
対象範囲の指定
担当部署・責任者
研修・記録・改訂プロセス
原材料保管ルール
コミュニケーションルール

社内体制
準備 SCM リスクアセスメント リスク緩和措置

サプライチェーン情報へのアクセス
（eg. サプライヤー同意書）
サプライチェーン情報の収集（eg.ト
レーサビリティーレポート）

Eg. 追加情報・文書要請
Eg. 監査
Eg. 第三者証明
Eg. サプライヤーや製品の代替

図2 LegalSourceを参考にしたプロセスの概観
日本製紙連合会『平成26年度海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の
開発報告書』中の日本語訳より筆者作成



リスクアセスメ
ントを完結で
きるリスクの
カテゴリー

1．FLEGT(※)材か？ Yes → OK

2．国連安全保障理事会やEU理事会からの木材貿易禁止令が出て
いるか？

Yes → 購入
できない

3．ワシントン条約記載樹種を含んでいるか？ どちらも Yes
→ OK

4．（その樹種に関して）ワシントン条約のもと、正当な許可と必要書
類があるか？

認証状況 5．サプライヤーと製品の両方が、EU木材法の適用条件すべてに適
合する、信頼できる第三者認証制度の認証を受けているか？

すべて Yes
→ RA必要な
し（？）

6．受け取った製品に、その製品の認証を確認できる情報が付帯し
ているか？

7．CoCがつながっており、サプライヤーの認証が有効であることが
確認できるか？
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ヨーロッパ木材貿易連盟 DDマニュアルより筆者作成
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ヨーロッパ木材貿易連盟 DDマニュアルより筆者作成

樹種のリスク 8．使用樹種に違法リスクがないか？ 何も完結しない
ので次へ

原産地リスク 9．原産国/地における伐採に関して第三者の権利の侵害など人権
リスクを含む違法行為の重大なリスクがないことが確認できるか？

確認に使用するサイトの例

- グローバルフォレストレジストリー(FSCナショナルリスクアセスメ
ントと連動)

- トランスペアレンシー・インターナショナル（CPI:腐敗認識指数）

- その他の国際機関、研究機関、NGOのサイト

Yes → OK

No → サプライ
チェーンのリスク
へ

サプライチェー
ンのリスク

10．サプライチェーンに関する情報に、製品の原産地を確認し管理
の程度を特定できるレベルでアクセスできるか？

すべて Yes →
OK

Noがある場合
→ リスク緩和措
置

11．加工や輸送の段階で、無視できないリスクを持つ製品（原材

料）と混ざったりすり替わったりしていないか？

12．樹種、数量、品質の分類は、関連規制に従っているか？
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• 2006年「違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動
指針」

• 2007年「環境に関する自主行動計画」改定：違法伐採対
策の組み込み

• 2012年「環境行動計画」
• 2007年度～「違法伐採対策モニタリング事業」

• 『H26年度海外植林におけるナショナルリスクアセ
スメント手法の開発 報告書』（日本製紙連合会）

• H27年度日本製紙連合会海外植林におけるナショ
ナルリスクアセスメント手法の開発検討委員会

→ 欧米に基準を合わせたDDツール：会員企業の既
存システムをできるだけ利用・発表は6月@JOPPセミ
ナー
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リスクアセスメントで考慮する項目 回答数
（27社）

認証制度 25

合法性証明制度 22

原産国の法律への準拠 23

原産国における違法木材の量 18

特定樹種の違法取引の量 18

国連・EUの貿易制裁 17

サプライヤーや中間業者への信頼
度

21

その他 9
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• 27のヨーロッパ中小企業
• 合法性のDDに費やす平均時間： 4.5時間/週 （30分～16時間/週）
• 法律への準拠にかかるコスト：回答した15社の平均コストは €26,367 

/年 （日本円で約 320万円）（€1,000 to €70,000：約12～850万円）
• EUのまとめ（より広範囲だがこちらも限定的）はシステムの構築が約

62～1100万円、年間の運用コストが約12～865万円程度）
• 多くは環境基準への準拠にかかるコストとの合算

コストや労力にばらつきあり。
調べている項目は基本似ている。
以下の要素に左右されるため、特に既存の管理制度がある場合は楽。
• 企業の規模・事業の種類
• ISOなどの管理システムの有無
• サプライヤーの数、高リスクサプライヤーの数、サプライヤーとの付き合いの長さや近さ
• 製品の複雑さ
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DDはある意味「グレー」なものであり、責任はあくまで自己にある
ことは避けられない。

木材の合法性という分野ではなじみがないが、他の分野（監査な
ど）ではなじみがある。
自社の現状（体制・CoC管理・サプライヤーとの関係・対象樹種や
原産国の状況）と照らし合わせ、これならDDをやったと言える、と
納得するところまで。
違法材ではない、と証明することとはまた別。
責任の追及＝ その事業に見合ったDDをやったかどうか、が見
られる。

「企業の多くは最初は心配していました。でも実際やってみると大
丈夫だったと認めていました！」 GTFスタッフのメール 2016/4/18



• ラギー原則、
ISO26000、
ISO20400、etc. etc.

• アジアの他の国々
も合法性証明制度
やDDを導入/検討
しつつある

Above: Presentation slides (Jan 2016) by:
Research Center for International Forest 
Product Trade of SFA, RIFP - CAF



Thank You!

momii@deepgreenconsulting.jp


